
宮城県議会議長表彰の実施に関する事務取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、宮城県議会議長表彰要綱（以下「要綱」という。）第７条の規定に基

づき、表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（表彰の対象となる行事） 

第２条 要綱第４条第１号に規定する行事（以下「行事」という。）において行う表彰は、

原則として１行事につき１件とする。 

２ 行事は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。 

(1) 当該行事を完遂する能力がある者又は団体による主催であること。 

(2) 本県の教育、文化、芸術、スポーツ等の普及振興に寄与すると認められる行事であ 

ること。 

(3) 行事の規模がおおむね県下全域にわたるものであり、広く県下全域からの参加が見 

込めること。 

(4) 宗教的又は政治的な目的を有しないこと。 

(5) 法令に違反しないこと。 

(6) 暴力行為、迷惑行為その他社会的な非難を受ける行為を行うおそれがないこと。 

(7) 行事の内容が公共性又は公益性を有するものであって、営利を目的としないこと。 

(8) その他議長が不適当と認めることがないこと。 

 

（表彰の方法等） 

第３条 要綱第４条第１号に基づき行う表彰は、行事の主催者等から被表彰者に対し議長

名による賞状等（以下「議長賞」という。）を伝達することにより行うものとし、行事の

主催者等は、行事において議長賞による表彰を行おうとするときは、議長に申請するも

のとする。 

 

（申請受付） 

第４条 議長賞の交付申請は、申請者からの次に掲げる事項を記載した書面、電子申請シ

ステムその他適切な方法により受け付けるものとする。 

(1) 主催者の氏名、住所及び連絡先（主催者が団体の場合は、当該団体の名称及び所在

地並びに責任者の氏名、住所及び連絡先） 

(2) 行事の名称 

(3) 行事の趣旨・目的・概要 

(4) 開催日時・開催期間 

(5) 開催場所 

(6) 交付を希望する賞状等の数量 

(7) その他議長が必要と認める事項 



２ 議長が必要と認めるときは、次に掲げる資料の添付を求めるものとする。 

(1) 行事の収支予算の概要 

(2) 主催団体の設置規則等 

(3) 主催団体の役員及び構成員 

(4) 主催団体の財務状況を示す資料 

(5) 過去に作成されたパンフレット等の資料 

(6) その他行事に関する資料 

 

（表彰の決定等） 

第５条 前条第１項の規定により議長賞の交付申請を受け付けた場合は、速やかにその行

事の内容等を審査し、当該行事における議長賞による表彰の可否について決定するもの

とする。 

２ 前項の規定により議長賞による表彰を決定したときは様式第１号により、表彰しない

ことを決定したときは様式第２号により、申請者に通知するものとする。 

 

 （申請内容の変更） 

第６条 前条の規定により議長賞による表彰について決定を受けた主催者等は、申請内容

に変更が生じるときは、あらかじめその変更内容について議長の承認を受けなければ

ならない。 

 

（表彰の取消し等） 

第７条 議長は、既に議長賞による表彰についての決定をした場合においても、第２条第

２項各号に規定する要件を満たさないことが判明したとき又は主催者等が前条の規定に

違反したときは、決定を取り消すものとする。この場合、必要に応じて申請者その他の

関係者から事情を聴取する等の調査を行うものとする。 

２ 前項の規定により表彰の決定を取り消したときは、様式第３号により当該行事の主催

者に通知するとともに、必要があると認めるときは、議長が当該行事へ議長賞を交付し

ていない旨を周知させる等の措置を講ずるものとする。 

 

 （被表彰者の報告） 

第８条 議長賞による表彰について決定を受けた主催者等は、被表彰者に議長賞を伝達し

たときは、下記に定める事項を記載した書面、電子申請システムその他適切な方法によ

り行事の実施結果及び被表彰者について報告するものとする。 

(1) 行事の名称 

(2) 行事の実施期間 

(3) 被表彰者の氏名 

(4) 被表彰者の連絡先 

 



附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

宮  議  第  号 

年   月   日 

 

 

（ 申請者 ）殿 

 

 

宮 城 県 議 会 議 長 

 

 

（ 行事名 ）に係る宮城県議会議長賞について（通知） 

 

年  月  日付けで申請のありましたこのことについて、下記のとおり宮城県議会議

長賞による表彰を決定します。 

 

記 

１ 議長賞  賞状  点 

 

２ 注意事項 

（１）内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出てください。 

   なお、変更の内容によっては、宮城県議会議長賞を取り消すことがあります。 

（２）行事終了後は、速やかに実施結果及び被表彰者を報告してください。 

 

３ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第５条関係） 

宮  議  第  号 

年   月   日 

 

 

（ 申請者 ）殿 

 

 

宮 城 県 議 会 議 長 

 

 

（ 行事名 ）に係る宮城県議会議長賞について（通知） 

 

年  月  日付けで申請のありましたこのことについては、下記理由により表彰しな

いことを決定しましたので、通知します。 

 

記 

（ 理  由 ） 



様式第３号（第７条関係） 

宮  議  第  号 

年   月   日 

 

 

（ 申請者 ）殿 

 

 

宮 城 県 議 会 議 長 

 

 

（ 行事名 ）に係る宮城県議会議長賞の取消しについて（通知） 

 

年  月  日付け宮議第 号で表彰を決定しました標記行事に係る宮城県議会議長賞

については、下記の理由により表彰の決定を取り消します。 

 

記 

（ 理由、今後の事務処理の注意事項その他必要と認められる事項 ） 

 

 


